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東京都市計画生産緑地地区の変更について（中野区決定） 

 

 １．変更概要 

   東京都市計画生産緑地地区のうち、生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１４条の規定

により、既に「行為の制限の解除」が行われた生産緑地地区（地区番号１３の一部、同１４の

全部）を削除する。 

 

２．理 由 

  当該生産緑地はともに平成４年（１９９２年）１１月５日に都市計画決定したものである。 

地区番号１３については、平成２１年９月１６日付けで主たる従事者の死亡による生産緑地

法第１０条の規定に基づく買取申出書が提出され、中野区および関係地方公共団体等へ買い取

り希望についての照会を行ったところ、いずれも買い取らない旨の回答があった。また農業従

事者への斡旋も行ったが、取得希望者がなかったため、平成２１年１２月１６日付けで同法に

よる行為の制限の解除が行われ現在に至っている。 

地区番号１４についても、平成２１年９月１８日付けで主たる従事者の死亡により買取申出

書が提出され、上記と同じ手続きを経て平成２１年１２月１８日付で行為の制限の解除が行わ

れている。 

 生産緑地法第１０条に基づく買取申出は、主たる従事者が死亡または故障により当該生産緑

地での営農行為が客観的に不可能となる場合に、主として権利救済（私権との調整）を図るた

めに、土地の所有者が区市町村長に対して行うことができるとされているものである。 

今回の生産緑地地区の都市計画変更（削除）は、行為の制限が解除され、法による権利制限

がなくなった農地が長期間存することは、税制（生産緑地としての優遇措置）との関係から

も望ましくないことから行うものである。 

 

３．当該生産緑地の経緯及び今後のスケジュール 

〔地区番号１３〕 

平成 ４年１１月 ５日 生産緑地地区決定  

平成２１年 ９月１６日 生産緑地に係る主たる従事者の死亡により買取申出(一部削除) 

平成２１年 ９月２８日 買取可否を関係地方公共団体等に照会 → 買取り希望なし 

   平成２１年１０月１４日 所有者へ買い取らない旨を通知 

   平成２１年１０月１５日 農業従事者への斡旋 → 取得希望者なし 

   平成２１年１２月１６日 当該生産緑地の所有権移転のないことの確認 

               行為の制限の解除 

〔地区番号１４〕 

平成 ４年１１月 ５日 生産緑地地区決定  

平成２１年 ９月１８日 生産緑地に係る主たる従事者の死亡により買取申出(全部削除) 

平成２１年 ９月２８日 買取可否を関係地方公共団体等に照会 → 買取り希望なし 

   平成２１年１０月１４日 所有者へ買い取らない旨を通知 

   平成２１年１０月１５日 農業従事者への斡旋 → 取得希望者なし 

   平成２１年１２月１８日 当該生産緑地の所有権移転のないことの確認 

               行為の制限の解除 
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（以下 地区番号１３・１４とも同時） 

   平成２２年 ２月１８日 東京都に都市計画変更に関する同意案件の協議書を提出 

   平成２２年 ３月 １日 東京都より同意回答 

   平成２２年 ３月１５日 都市計画案の公告・縦覧（２週間）  

        ～３月２９日 縦覧者及び意見書の提出 なし 

   平成２２年 ４月２６日 中野区都市計画審議会諮問 

   平成２２年 ４月 下旬 都市計画決定（変更） → 告示・縦覧（予定） 

               東京都等に関係図書を送付（予定） 

                          

４．変 更 案  

別添のとおり 

 



 
                 東京都市計画生産緑地地区の変更（中野区決定） 

 

 

 

 都市計画生産緑地地区を次のように変更する｡ 

 

 

 

 

第１ 種類および面積 

 

    種      類      面    積  

   生産緑地地区   約  ２．３７ ha

 

 

 

 

第２  削除のみを行う位置および区域 

 

名    称  

位          置 

 

削 除 面 積 

 

備    考 番号 地区名 

１３ 鷺宮 中野区鷺宮五丁目地内 約 １，６９０ ㎡ 地区の一部

１４ 鷺宮 中野区鷺宮六丁目地内  約 ５３０ ㎡ 地区の全部

計 ２ 件  約 ２，２２０ ㎡  

 

 

 『区域は計画図表示のとおり』 

 

   理  由 

 生産緑地法第 14 条の規定による行為制限の解除により、生産緑地の機能を維

持することが困難となった生産緑地地区の一部を廃止する。 
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東京都市計画生産緑地地区計画図（中野区決定）
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縮尺　1　2500
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1／2，500の

地形図（道路網図）を使用して作成したものである。

無断複製を禁ず。

承認番号　21都市基街測第151号　平成22年2月22日
　　　　　21都市基交　第481号　平成22年2月18日
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